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１ 調査の目的

東京の大気中からは、長期間の曝露で健康への影響が懸念される多種多様な有害化学物質が検

出されている。

本調査は、大気汚染防止法第 条の 第１項及び第 条第１項並びにダイオキシン類対策特別

措置法第 条第１項の規定に基づき、東京都内における有害大気汚染物質について、優先取組物

質を中心に大気環境の状況を把握・評価し、大気汚染防止対策の推進に資することを目的とする｡

２ 調査の概要

調査内容の一覧を表 に示す。

ベンゼン等 物質

令和５ 年度は、ベンゼン等 物質 について、｢令和５年度東京都内における有害大気汚

染物質測定計画｣に基づき、都内の大気汚染常時監視測定局等 地点（うち２地点は自動車排出ガ

ス測定局（自排局））で、月１回調査を行った（表 ）。

： 物質は、優先取組物質並びに キシレン、 キシレン、エチルベンゼン、スチレン、

ジクロロエタン、四塩化炭素及び水銀である。なお、 キシレンは、 キシレン及び キ

シレンを示しているが、これらを別々に分析することは難しく両者の合計値しか得ることが

できないため、１物質として取り扱う。

（令和元）年度から、八王子市を除く測定局等において、六価クロム及びその化合物に

ついても調査を行うこととした。

ダイオキシン類

令和５ 年度は、都内の大気汚染常時監視測定局 地点を含む計 地点で、年４回調査を

行った（表 ）。

３ 調査地点

調査地点の立地状況等の概要を表 に、配置を図 に示す。

調査は、一般環境大気測定局（一般局）、自排局等の大気汚染常時監視測定局で実施した。ただ

し、４地点（大田区羽田、葛飾区鎌倉、立川市錦町及び清瀬市下宿）は、大気汚染常時監視測定

局以外で実施した。また、八王子市片倉町局及び大楽寺町局の２地点は、八王子市が調査を実施

した。

目黒区碑文谷局での調査は、世田谷区役所建替工事の影響を考慮し、 令和３ 年４月から、

世田谷区世田谷局の代替地として実施している。目黒区碑文谷局は、同局から約 南東に位置

し、調査の継続性は保たれている。

大田区羽田（羽田地域力推進センター）での調査は、 令和５ 年４月から、大田区東糀谷

局の代替地点として実施している。同局が、塗装工事に伴い、 令和５ 年７月３日から休止

となったためである。羽田地域力推進センターは、同局から約 南に位置し、調査の継続性は

保たれている。
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